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〇教育長（山下秀男） 皆様、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから、令和

５年昭島市教育委員会第７回定例会を開会いたします。 

本日の日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。 

初めに、日程２、前回の会議録の署名につきましては、既に調整を終え、署名

もいただいておりますので御了承願います。 

次に、日程３、教育委員会会議規則第 16条の規定に基づく、本日の会議録署

名委員につきましては、３番、氏井委員、４番、松本委員でございます。よろし

くお願いいたします。 

次に、日程４、教育長の報告に移ります。 

まだ梅雨は明けきらないようでありますが、先週から今週の初めにかけては、

連日、熱中症警戒アラートの発表があり、猛烈な暑さが続いておりました。熱中

症による死亡の報道があったほか、救急搬送の報道は連日という状況でありま

す。 

昨日、本日の気温は少し下がっているようではありますが、それでも 30度越

えの真夏日、かつ湿度も高く、蒸し蒸しとした過ごしにくい日となっておりま

す。ここ数年でしょうか、暑さの質が大分変ったと言われておりますが、今日の

ような日でも熱中症のリスクが非常に高いそうで、本日は厳重警戒で、激しい運

動はやめようと発表されております。 

教育活動においては、熱中症指数である WBGTの値をしっかりと確認して、プ

ール授業を含めた屋外での運動、活動などに細心の注意を払いつつ、厳格に対応

するよう各学校に伝え、その結果、これまでの間、熱中症による救急搬送は発生

していない状況にございます。 

また６月 28日から７月６日にかけては、沖縄地方を除いて全国的に大雨とな

り、７月７日から 10日にかけては、梅雨前線が活発化して西日本から東北地方

の広い範囲に停滞し、８日は島根県で、10日は福岡県、佐賀県、大分県で線状降

水帯が発生し、河川の氾濫等により死者が出たほか、家屋の浸水など甚大な被害

がありました。その後も 11日から 13日にかけては、石川県や富山県で線状降水

帯が発生し、こちらでも河川の氾濫等で死者が出たほか、家屋の浸水など甚大な

被害となり、さらに 14日から 18日にかけては東北地方北部、秋田県、岩手県あ

たりに停滞した梅雨前線に暖かい湿った空気が流れ込んだ影響で、秋田県の各市

で観測史上最大の雨量となり、死者１名、河川の氾濫による家屋の浸水など、や

はり甚大な被害がもたらされたところであります。 

先月の定例会では、台風２号により静岡県、愛知県をはじめ大きな被害があっ

たことに触れ、今月もまた大きな自然災害についてからとなりましたが、市民生

活、また、学校での児童生徒への安全教育のためにも押さえておきたいことと捉

えておりますので、少し長くなりましたけれどもここで触れた次第であります。 

次に、公立小中学校における１学期の教育活動についてであります。引き続き

感染防止対策を徹底しながらの教育活動となりましたが、予定した学校行事を全

て無事に実施できたことを含め、タブレット端末を活用した授業や、家庭に持ち

帰っての学習、また、オンライン学習など試行的なものも含めて実施されたほ

か、通常の授業も遅れることなく教育過程を順調に進めることができました。各

学校においては、１学期の成果と２学期に向けた課題をしっかりと捉え、児童生
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徒の夏休みが有意義な期間となるよう促すこととしております。 

なお、小中学校ともに明日が１学期の終業式となり、夏季休業期間は７月 22

日の土曜日から８月 31日の木曜日までの 41日間となります。２学期も、ともに

９月１日の金曜日が始業式となります。夏休み期間中の子どもたちの見守りにつ

いて、各機関、団体等に例年お願いをしておりますが、教育委員の皆様にも子ど

もたちの見守りをよろしくお願いいたします。 

次に、令和６年度から使用する教科用図書の選定資料作成委員会についてであ

ります。第２回委員会が７月６日に、第３回委員会が７月 14日に実施され、各

教科、出版社ごとに概要、特徴などを取りまとめた調査結果報告書の作成が終わ

りました。これを来月 10日に開催予定の本定例会の採択議案の補足資料として

添付することとしております。 

次に、本年度試行実施の取組をしております水泳指導民間活用事業についてで

あります。実施２校のうち、光華小学校については、１学期中に、１年生から５

年生までの授業を終え、６年生のみ、２学期の 11月、12月に実施予定となって

おります。また、つつじが丘小学校につきましては、１学期中に、３年生と杉の

子学級の授業が終わり、１・２年生と４年生から６年生は、２学期中、12月半ば

までに実施する予定となっております。なお、１学期の実施に関し、児童とその

保護者及び教職員に向けたアンケートを実施する予定ですので、この結果は後

日、報告をさせていただきたいと存じます。 

次に、武蔵野小学校、つつじが丘小学校、瑞雲中学校において、６月１日から

スタートいたしました学校運営協議会、コミュニティスクールについてでありま

す。各学校において、６月中に第１回の運営協議会が開催され、学校運営協議

会、コミュニティスクールの仕組みや、各学校の経営方針の確認、運営目標、活

動計画などについて協議がなされました。また、具体的な活動に向けた委員の皆

様への研修会を、予定どおり７月 25日に実施することとしております。なお、

次回以降については、学校運営協議会ごとに随時開催することとしております。 

次に、昭島市立学校適正規模適正配置等審議会についてであります。第２回の

審議会を６月 29日に開催いたしました。この２回目では、将来的な教育人口推

計を基に、区域内及び周辺の小中学校の児童生徒数、学級数の推計から、適正規

模の基本的な考え方の確認を行いました。なお、第３回の審議会は、７月 28日

の金曜日に実施予定となっております。 

次に、公立中学校等における部活動地域連携・地域移行についてであります。

前年度末に実施した総合教育会議を機に、部活動の地域連携・地域移行について

の検討がスタートいたしましたが、７月 10日に第１回検討委員会が開催され、

現状と課題、受け皿の候補などについて検討がなされました。また、第２回の検

討委員会につきましては 10月中に開催予定となっております。なお、本日は部

活動の在り方に関する方針(案)について御協議いただくこととなっております。 

最後に、令和５年第２回市議会定例会についてであります。６月 15日から 19

日間の会期で開会され、一般質問、補正予算等議案審議、常任委員会審査等を経

て、すべての議案が無事議了され、７月３日に閉会となりました。本日は一般会

計補正予算第３号における教育関係予算の報告と、一般質問に関しまして報告資

料として配布しておりますので、御目通しのほどよろしくお願いいたします。 
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本日、私からの報告は以上となります。 

なお、教育委員会名義の使用承認につきましては、お手元の資料のとおり、10 

件であります。 

ただいまの報告について、御意見等ございましたら発言をお願いいたします。 

よろしいですか。それでは、以上で日程４を終わります。 

日程５の議事に入ります。初めに、議案第 15号「昭島市学校給食運営審議会

委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

〇学校給食課長（渡辺春美） 議案第 15号につきまして御説明申し上げます。「昭島市

学校給食運営審議会委員の委嘱について」、提案理由並びにその内容の御説明を

申し上げます。 

昭島市学校給食運営審議会委員につきましては、選出区分「PTA連合組織代表

者」及び「学識経験者」について、PTA協議会から委員の推薦をいただいてお

り、このたび、委員の退任及び補欠委員推薦の申出がございました。 

このため、議案書に記載されていますとおり、拝島中学校 PTA会長鴫原栄司

氏、及び拝島第一小学校 PTA会長新井藍氏のお二方を令和５年７月 20日から前

任者の残任期間である令和６年７月 31日までの間、昭島市学校給食運営審議会

委員として委嘱いたしたく、本議案を提出するものでございます。よろしくお願

い申し上げます。 

 

〇教育長（山下秀男） 議案第 15号について、説明が終わりました。 

本件に対する質疑、意見をお受けいたします。 

いかがですか。よろしいですか。 

 それでは、特にないようですのでお諮りしたいと思います。本件は、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

〇教育長（山下秀男） 異議なしと認め、議案第 15号は、原案のとおり決しました。 

次に、議案第 16号「昭島市民図書館協議会委員の委嘱について」を議題とい

たします。事務局より説明をお願いします。 

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） それでは、議案第 16号「昭島市民図書館協議

会委員の委嘱について」提案理由並びにその内容について御説明申し上げます。 

昭島市民図書館協議会委員は、学校教育の関係者２名以内、社会教育の関係者

３名以内、家庭教育の向上に資する活動を行う者１名以内、学識経験のある者２

名以内、公募による市民２名以内の合計 10名以内をもって組織され、現在、令

和３年８月１日から令和５年７月 31日までの任期で、第 24期図書館協議会委員

を委嘱しておりますが、このたび任期が満了するのに伴い、新たに委員を委嘱す

るものです。 

なお、任期は、令和５年８月１日から令和７年７月 31日まででございます。 

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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〇教育長（山下秀男） 議案第 16号について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお受けいたします。 

よろしいですか。特にございませんでしょうか。 

     それでは、特にないようでございますのでお諮りしたいと思います。本件は、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

〇教育長（山下秀男） 異議なしと認め、議案第 16号は、原案のとおり決しました。 

     次に、協議事項に入ります。 

初めに、協議事項(1)「昭島市教育委員会 部活動の在り方に関する方針

（案）」について、事務局より説明をお願いします。 

 

〇指導主事（水谷延広） 協議事項(1)「昭島市教育委員会部活動の在り方に関する方針

（案）」について御説明いたします。 

     本方針は、令和４年 12月に策定されたスポーツ庁及び文化庁からの「学校部

活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」及

び、令和５年３月に策定された東京都教育委員会からの「学校部活動及び地域ク

ラブ活動に関する総合的なガイドライン」に則り、これまでの「昭島市立中学校

に係る運動部活動の方針」と「昭島市立中学校に係る文化部活動の方針」を一本

化し、「昭島市教育委員会 部活動の在り方に関する方針」として、新たに策定

するものです。 

     本方針の内容について、今回新たに加えた内容を中心に説明いたします。な

お、今回加えた内容は、下線部となります。 

１ページの１「適切な運営のための体制整備」では、２ページの(2)アのとお

り、指導・運営に係る体制の構築について、校長は、教員だけではなく、部活動

指導員や部活動指導補助員など適切な指導者を確保していくことを基本とするこ

と、ウのとおり、部活動の持続可能な運営体制を整えていくこと、カのとおり、

教育委員会は、教員ではなく部活動指導員が顧問となり、指導や大会等の引率を

担うことのできる体制を構築し、部活動指導員が十分に確保できない場合には、

校長は、部活動指導補助員を配置し、必ずしも教員が直接休日の指導や大会等の

引率に従事しない体制を構築する、などとしたものです。 

３ページの２「合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組」で

は、(1)アのとおり、事故防止の徹底及び体罰・ハラスメントの根絶、イのとお

り、競技種目の特性等を踏まえた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導

入、４ページのエのとおり、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、生涯を通じ

てスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培い、生徒がそれぞれの目標を達成でき

るよう、指導者が生徒とコミュニケーションを十分図った上で指導を行うこと、

などとしたものです。 

また、これまでの部活動の方針と同様に熱中症対策について、オのとおり、

「熱中症予防運動指針」これは公益財団法人日本スポーツ協会のものですけれど

も、これらを参考に、生徒の健康管理を適宜適切に行い、天候・気温、活動内

容・場所等の状況により、無理に活動せず自粛するなどの適切な判断をするこ



 - 5 - 

と、活動する場合には、活動量・内容・時間・場所等を変更するなど柔軟に対応

するとともに、水分補給や休憩を励行し、適切に対策を講じることを記載しまし

た。 

     ３「適切な休養日等の設定」は、これまでと変更はありませんが、枠内１のと

おり、学期中は、週当たり２日以上の休養日を設けること、５ページの活動時間

のとおり、１日の活動時間は、長くとも学期中の平日では２時間程度、週休日及

び長期休業日中は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・

効果的な活動を行う、などとしたものです。 

４「生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備」では、５ページ

最下段ウのとおり、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のあ

る生徒が参加しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人

一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう

活動時間を短くするなどの工夫や配慮をすること、６ページ、エのとおり、部活

動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、生徒

の意思に反して強制的に加入させるようなことがないようにするとともに、その

活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定の種目・部門だけではな

く、スポーツ・文化芸術や科学分野の活動や、地域での活動も含めて、様々な活

動を同時に経験できるよう配慮することなどです。 

５「学校部活動の地域連携」では、アのとおり、学校と地域が協働・融合した

形での地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進めること、イのとおり、

学校の実態に応じ、学校種を越え、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設

けること、エのとおり、地域で実施されている分野と同じ分野の部活動について

は、休日の練習を共同で実施するなど連携を深めること、オのとおり、部活動だ

けでなく、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護

者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるよう

にする、などとしたものです。 

７ページの６「大会等の在り方の見直し」では、(1)アのとおり、実情に応

じ、地域クラブ活動や複数校合同チームの会員等も参加できるよう、区市町村大

会において見直しを行うこと、(2)の①アのとおり、大会等の引率は原則として

部活動指導員や一定の要件を満たした部活動指導補助員が単独で担うこと、８ペ

ージ(3)のアのとおり、参加する生徒の健康と安全を守るため、大会等の開催時

期について、夏季であれば空調設備の整った施設を会場として確保し、そのよう

な環境を確保できない場合には夏の時期を避けること、(4)のアのとおり生徒に

とってふさわしい大会等の在り方や、適切な大会等の運営体制等に見直す、など

としたものです。 

今後の取組ですが、本方針に基づき各中学校において活動方針を策定し、部活

動を実施してまいります。また、部活動指導員や部活動指導補助員を積極的に活

用し、教員の働き方改革にもつなげてまいります。 

説明は以上となります。ご協議のほど、よろしくお願いします。 

 

〇教育長（山下秀男） 協議事項(1)について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお願いいたします。 
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     松本委員。 

 

〇委員（松本芳之） この問題は先日の教育委員のオンライン会議で取り上げられまして

私がそこに関わったんですね。それを踏まえて少しお話をしたいと思います。大

きく分けて参考意見が一つ、それから疑問が一つと私の意見を一つと、３点にな

ると思います。 

その前に先ほどのオンライン会議なんですけれども、その冒頭の参考意見に関

わることなんですけれども、割と枝葉末節な議論が多かったので、最後には定義

と議論の進め方が大切でしょうという話で、枠組みの話を出しまして、それは全

体を通してこの方針の作り方に関しては、私は基本方針の取組だと思っていま

す。特にこの課題は、事実がこうなっていて、こうなっていてという形で結論を

導いていく機能型というふうに言いましょうか、それではなくて、定義から下ろ

していく定義型の議論のほうが合っているので、それができているということな

ので非常に適切ではないかと思います。 

     それで、参考意見というのは、部活動というのはどういうものなのかというこ

とを、その席でもお話をして、シンプルで簡単に言えば、ここでは運動部と文化

部に分かれて説明されているんですけれども、それをある意味一つにまとめる、

これを採用したほうがいいということではありません、参考意見としてお話しま

す。 

部活動というのは、生徒にとっては生活を豊かにし、楽しさや幸福感をもたら

してくれる活動であると。そうした活動でなければいけない。というのが、私が

見つけたことなんです。それを実現させるために、必要なことを明らかにしてい

くということがここに書かれるべきであるというふうに。この子どもたちの視点

に立って定義するという時に、この生活を豊かにして楽しさや幸福感をもたらし

てくれる活動というのが子どもたちがやっていく活動である、これは文化部系で

あろうが運動部系であろうが、全く変わりがないものだというふうに考えます。

この定義は、こんな気の利いた定義を私が自分で思いつくわけはないので、これ

はスポーツ庁のスポーツの定義の部分で最後の所をちょっと変えたものなんです

ね。変えるとそのままであるということになります。これは、実は中学の部活動

だけではなくて、前回ちょっとお話したこともあるんですけれども、小学校のス

ポーツ団体で行われていることにも全くもって当てはまりまして、小学校の子ど

もたちがやっているあの活動は、子どもにとって、生活を豊かにして、楽しさ幸

福感をもたらしてくれる活動でなければならない。これを阻害する要因というの

が、ここに書かれている、ここにも明記されていますが、ハラスメントになりま

す。これこそがあってはいけないことなんですね。ハラスメントを予防しようと

いう視点が書かれているんですが、ハラスメントがなぜ起こるかということの理

由説明というか、分析というか、そこが欠けているんじゃないかというふうに私

は思います。 

結局、ハラスメントって何なのかということになりますと、子どもを自分と対

等の人格として考える、このことがハラスメントを防ぐ、それの基本になりま

す。私の大人のハラスメントというのは、割と、よほどひどくなければ許容して

しまうんですけれども、たとえば私が大学で教えている時に、おまえ何を考えて
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いるんだ、どうしてそんなことを考えて心理学を学びに来たんだというふうなこ

とで、ちょっと間違うと、ハラスメントぐらいのことはきつく言うんですね。特

に大学院に来たような連中だと、立ち往生させるぐらい厳しく指導する。馬鹿な

学生だとそれを訴えるやつがいるんですけれども、我々はそこら辺はちゃんとガ

ードしていますので、こうですよ、そうですねということになる。ただ、子ども

の場合はそれはあってはいけないので、特に危険なんですね。子どもを自分と対

等の人格として考えるという、この視点を指導者が持てるかどうかということに

関わってくる。もちろん成熟した一人前の人間として扱うということではありま

せん、子どもですから。中学生であってもまったくそうなんですね。ですが、指

導するということと自分のほうがランキングというか、上下関係で上になってい

るということとは全く違うんだということを理解してもらう必要があって、この

理解がないとハラスメントというのは起こってくるということが定説になってお

ります。 

この話をした時に、確か成田からだったと思うんですけれども、今年の秋から

移行を実施して、実は各市バラバラで、全く準備が進んでないというところもあ

ったんですけれども、そこは秋から実施するという中で、研修を義務付けたとい

う報告がありまして、その中で今のような視点を取り入れていきたいということ

が言われていたので考えたほうがいいかもしれないというふうに思います。ここ

が私のいわば参考意見です。 

２番目の質問なんですけれども、これは研修に関わることでして、３ぺージに

任用前、任用後において研修を行うということが書かれていまして、赤字でない

ということは現在も行われているんでしょうかということが一つと、それから６

ページのウという所にある「部活動の顧問や部活動指導員等に対する研修を実施

する際は関係する団体等に協力を依頼する」、非常に抽象的に書かれてはいるん

ですけれどもこの研修という文言と、この６ページのウの研修と、３ページの研

修ということが同じものかどうか。それからその研修の内容は具体的に何を想定

しているか、まだそこまで考えていないということであればそれはそれで結構で

すが、そこのところを質問としてお聞きしたいと思います。 

     最後の意見はそれが出てからお話をいたします。 

 

〇指導主事（水谷延広） 研修の件についてなんですけれども、３ページにございます記

述については、まず現在、部活動指導員については４月から５月にかけて任用前

になりますけれども行っております。これは教育委員会のほうで行っています。

ただ、これは委員の御指摘の６ページの関係団体の協力を依頼してという形の研

修とは異なるもので、昭島市教育委員会が独自に部活動指導員を集めて行ってい

るということです。 

ただ、今後、今度、部活動指導補助員についても生徒の引率等ができるように

なってくるという状況がございますので、部活動指導員とあわせて指導補助員に

ついても今後研修を進めていく予定でいます。 

それから研修の内容につきましては、主に、教育委員会が行っている研修の内

容については、一つは指導員の職務の内容、こういった内容ですということと、

それから体罰とか不適切な発言等のそういった服務的なこと、その防止について
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の内容、それからあとは安全の管理だとか、今後指導者としてしっかり研修を積

んでいきましょうというというようなことは、研修、今後の安全指導とか研修に

関わる内容等が主な大きな内容となっております。以上となります。 

 

〇委員（松本芳之） それで今の部分で、やっちゃいけないよというのはよくわかるの

で、なぜ起こるのかということについてのさっきの私の指摘等をお考えいただい

て研修をブラッシュアップしていただくといいかもしれません。 

     それから最後私の意見というか疑問というか、一つなんですけれども、この６

ページのウにあって、これはその席でも出ていたんですけれども、もちろん苦手

な、苦手な人がそもそも入ってくるかどうかというのはわからないんですけれど

も、障害のある子どもたちなんかも入ってくるということの中で、厳しさの問題

をどうとらえればいいかという議論が出たんですね。練習のきつさみたいなも

の。単純にみんなと楽しみたいから部活に来たんだというレベルの子どもたち

と、それから、うまくなりたいというそれをどうバランスをとればいいかという

話が出たんですけれども、私の考え方では、部活動というのは、決して下位平

均、下を基準に活動レベルを落としていくということは好ましくないということ

です。達成目標として高いレベルを持っている人間にこたえられないようなもの

は、その人たちの欲求、それから我々は卓越性というんですけれども、卓越性の

欲求というものを満たせない形になってしまう。そこで遊びで来ているやつは厳

しくやって堪えなかったらしようがないというぐらいは、昔はそれで割り切って

いたと思うので、それでいくしかないだろうというのがあります。そこで厳しい

からどんどん下げて行こうということになると、それこそできるやつの不満が大

きくなる。ある程度はきついものだよ、その中で自分の達成を、きつさの中から

自分で自発性運動が好きでやっているんだ、それに耐えて、大変だけど耐えてい

くということ知ることも一つ、なにもそれを強制はしてはいけませんし、いわゆ

る暴力的な指導でそれを徹底させるなんていうことは論外です。なんですが、だ

からといって、ではこれは遊びに近いものなんですよというふうにレベルを下げ

ると、空中分解するし、逆に危険、運動なんかは危険なところがあります。それ

から、具体例を挙げますと、なんでこんなとろい形なのかという逆の不満が出て

きますので、一定レベルはしようがないと割り切るしかないというふうに私は思

って、そういうふうな話をしたんですが、全員を満足させるということは、授業

もそうなんですけれどもできない、どこかで線を引かなくちゃいけない。それか

らもう一つは、目標を掲げてそこにいこうねというふうに言ってのって来なけれ

ば、縁なき衆生というふうに考えるしかないんじゃないかなと、それが部活だ

と。 

実際に、私は部活動については何も語る資格もないんですね。小学校の真似ご

とから大学まで一度も部活を全うしたことがありません。大体３カ月でギブアッ

プです。全部そうでした。世の中というか、俺は合わないんだと思っていたんで

すけれども、そうじゃなくて俺が悪いんだということがわかって、じゃあどうし

ようかと、世の中に出てもしようがないからというのでこの商売を選んで当たっ

たんだろうというふうに。なので、人間経験から学ぶことはいくらでもある。そ

の中できついから云々ということで落ちて行ったとしても、それはそれでその人
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の経験なんだというふうに考えて目標を掲げて進んでいくという部活動の在り方

は、みんなが楽しくということのベクトルで失ってはいけないんだというふうに

私は思います。これは参考意見と疑問だけです。以上でございます。 

 

〇教育長（山下秀男） ありがとうございました。 

     本質を突く示唆があったと思います。参考にさせていただきたいと思います。 

ほかございますか。 

     紅林委員。 

 

〇委員（紅林由紀子） 私が感じましたところは、まず非常に整理されていた、なので基

本的にはこの方針というのはいいのではないかなというふうに思いました。 

６ページ以降は、全部赤字で、全部新規に起こされたということで本当に御苦

労様でございました。私も、今の松本委員のお話と、多分一部似たようなところ

が少し気になったんですけれども、この６ページの最初のウのところなんです

が、「運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が参加

しやすいよう」というふうに記されているんですけれども、これは部活動として

そういうことが部活動のねらいではないのではないかなというふうに感じまし

た。要は、苦手であまり好きではないと、やりたいと思っていなければその部活

動に参加しなければいいことであって、そうしたらその子がその子なりの興味関

心のある分野の部活動が学校で作れる環境にあるか、あるいは地域でそういうよ

うなことをやっているところを紹介できるか、そういうシステムがあることのほ

うが大事なのではないかなというふうに感じたので、ちょっとこの「苦手な生徒

や障害のある生徒」という所は少し再考していただければなと思います。 

たとえば、障害のある生徒で、だけれどもこれがやりたいんだというようなこ

とがあれば、やれるための手はずを色々な環境の整備なりを考えていただくとい

うことが、校長先生がお考えいただければということはすごく大事だと思うんで

すけれども、要はやりたいか、やりたくないか、そこの学校生活において貴重な

中学校の３年間の、本当にないきゅうきゅうの時間の中から選んでその時間を自

分のために使うということを考えた時のその貴重さを考えたら、やはりこれしか

部活がないからこの中のどれかをやってじゃなくて、自分がやりたいこと、伸ば

したいことに対してやれる環境を作っていくという方向性がすごく大事なのでは

ないかなというふうに感じました。 

そういった点から先ほどの松本委員の、一定の到達したい目標を持ってそれに

向かって頑張りたいと思っている子どもたちのレベルをやはり中心に考えるべき

だというのは、私もそれに賛同いたします。そうじゃなくて楽しく皆でワイワイ

やりたいというような、そういった親しむためのサークルみたいなものを作るこ

ともできるかもしれませんし、それとあとは、よくいろんなスポーツ番組を見る

と、野球とかでも、今は自分たちで考えながら練習方法なりうまくなるための方

法なりを自分たちで話し合うとか、自分たちで練習を工夫するとか、そういうこ

とがすごく能力も伸ばすし、それがやっぱり楽しさにもつながる、やる気にもつ

ながるというような、いろんな報道を見るにつけ、やはりそういう形で、皆が一

つ目標を作っていくというか、指導者が厳しく指導するという上からのトップダ
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ウン的な形ではなく、自分たちで考えさせる、自分たちで部活をどうやっていこ

うかというところを考えさせるということが、という方向に向けていくというこ

とも大事なのではないかなというふうに感じました。 

     ウに関しては以上です。 

     それとはちょっと別件になりますけれども、ちょっとお伺いしたいことがござ

います。まず現状、ここに強制的な参加はさせないようにという言葉がございま

すが、現状で中学校の中で、１年生の間は全員部活に入らなきゃだめだよみたい

なそういった強制加入をしているということがあるのかどうかということをお伺

いしたいのが１点、それからもう１点は、たとえば地域のいろいろな団体に所属

する、入るという、そこで部活動の代わりに地域の団体にいろいろ参加して活動

した場合に、中学生というのは、私はちょっと内申とかって関係したことがない

のでよくわからないんですけれども、たとえば高校に上がるときの内申書とかそ

ういうところにはちゃんと記されていくのかどうかという、ちょっと保護者の方

はそういうところもすごく気にされると思うので、そういった部分、内申とか自

己 PRとかそういう点では、地域とかの団体に入った場合にもそういうことを学

校として書いていただけるのかどうかということが２点目。 

     それから３点目としては、７ページの６番以降の大会等の在り方の見直しとい

うところなんですけれども、非常にとてもすばらしい見直しの方向だと思うんで

すけれども、これは昭島市主催の大会のことなのか、それよりも上位の大会につ

いてもこういった考え方を今後見なおされていくのか、見直しを要求していくの

かということについてをちょっとお伺いしたいと思います。 

     以上、３点お願いいたします。 

 

〇指導主事（水谷延広） まず、障害のある生徒とか苦手がある生徒についての扱い、と

いうことですけれども、ここに書かれているとおり、苦手のある生徒、障害のあ

る生徒が参加しやすいようにということで、部活動自体は、基本的にすべての生

徒に開かれているものだと思いますので、ここの表現については、絵が苦手なん

だけれども得意になりたくて入りたいとか、あるいは障害があるんだけれどもや

ってみたい生徒がいた場合に、そういった生徒が参加しやすいようにという意味

での記述となっておりますので、その苦手だからということで、そこに入らざる

を得ないような状況というよりは、むしろそういったことを挑戦してみたい、や

ってみたいというような意味合いで、そういった生徒も参加しやすいようにとい

う意味合いになっております。 

ただ、委員ご指摘のとおり、もっとやれる部活動をたくさん増やしていく、こ

れは、都も国も、生徒のニーズに応じた部活動の設置をうたっていまして、そこ

にまさに地域連携、地域移行ということで、地域の人材を投入して今まで開けな

かった部活を開けるようにするとか、あるいは学校では指導者がいないために地

域に移行することによって、その部活動を地域クラブとして開くことができると

か、そういったことを、今まさにこれからこの地域連携に向けた検討委員会等で

検討していこうとしているところですので、そのような形にしていけるように昭

島市教育委員会としても尽力をしていきたいというふうに思っています。 

     続きまして、エの生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにと
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いうような状況ですけれども、教育委員会の認識としましては強制的に全員加入

するようにというようなことはないというふうに、どの中学校においてもないと

いうふうに認識しております。したがって、部活動については、あくまでも自由

参加、個人の意思での加入ということになります。 

     それから地域の活動につきましては、これは様々な高校の内申書の形はありま

すけれども、その地域のクラブ活動を、たとえば３年間続けたこととか、あるい

は成績を残したこと等については、内申書にこれは書くことができますし、本人

と学校との相談になりますけれども、それを書くということはあります。 

     続きまして、７ページの大会等の在り方については、ここに書かれているの

は、基本的に昭島市内で行われる大会について、昭島市市立学校の昭島市教育委

員会の部活動の在り方に関する方針ですので、基本的には昭島市教育委員会で行

われている地区大会とかを想定しております。ただ、委員のご指摘のとおり、地

区の大会が次に都大会、関東大会、全国大会と続いていきますので、そうする

と、そこを連動して、当然あり方を見直していく必要もあると思いますので、そ

こについてはまた、この方針が策定されて学校に下ろして実際に大会を運営して

いく中で、また何かいろいろな課題が出てきた場合には、それは昭島市教育委員

会としてもしっかり発行して、集約をして、東京都等に要望していくというか連

携して取り組んでいくという必要はあるかなというふうに思います。以上です。 

 

〇教育長（山下秀男） ４－(１)、６ページのウの部分は、ニュアンスとしては、苦手を

克服したい生徒、というような感じですよね。 

 

〇指導主事（水谷延広） 苦手なんだけれども、挑戦することによってそれを克服した

り、あるいはできるようになりたい。部活動の時間というのは、かなり確保、放

課後の何時間という時間、もちろん制限はありますけれども、平日２時間、休日

３時間というのはありますけれども、かなりそのことだけに特化して活動できる

時間になるので、ここでうたっているのは、そういった生徒でも参加できるよう

にということで、それをやりたくない生徒が強制的に参加しなければならないと

いうような意味合いではないというふうに理解はしております。これは東京都の

ガイドラインでもこのような表現をしているので、というふうに教育委員会とし

ては理解を、認識をしております。 

 

〇教育長（山下秀男） この記述を少し直すことも可能なのか。誤解が生じないように少

しわかりやすくということもできるのか。 

     そこは難しいのでしょうか。 

 

〇指導主事（水谷延広） 東京都のガイドライン、総合的なガイドラインに基づいた記述

となっておりますので、これについては、内容については確認をさせていただき

たいというふうに思います 

 

〇教育長（山下秀男） 可能なら修正していくということでよろしいかと思います。 

     ほかにございますか。 
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〇委員（松本芳之） 今の件なんですけれども、これは劣等性の克服という文脈になるん

ですね、自分が劣っている、それを自覚して、それを自らの意思でフォローアッ

プしていきたい、克服していきたい、その方向だというふうに理解はしましたの

で、それが劣等性をもって、それでそれをやらないことの弁明に使うというのは

一つの在り方で、劣等性を持っているんだけれども、それが自分が克服すべき課

題だというふうに捉える人間対しては、こういう苦手であろうがなんであろう

が、意欲を持ってぶつかっていく人間にはこたえていかなくちゃいけないという

ことで、劣等性の本人の捉え方の問題になると思います。 

だから、都がこの形であれば別にこれでもいいかなと思うんですけれども、意

味としてはそういうふうに理解していただくといいと思います。 

 

〇教育長（山下秀男） ありがとうございます。御意見として承ります。 

     次、眞如委員お願いいたします。 

 

〇委員（眞如むつ子） すみません、今、ウの話についてはちょっと書き方が丁寧すぎる

から誤解を生じるのかなと思ったんですね。その部活に入りたい、だけど苦手な

んだよなという子に対する配慮ですというのが、もうちょっとしっかり伝わって

くればいいのになと思いましたけれども、表記についてはいろいろあると思いま

す。 

今私も質問したいなと思ったんですが、その前に方針が出されて、文科省、都

教委の方針を受けて昭島市もできるというので、すごく嬉しいな、ありがたいな

と思ったんですね。その時に頭をよぎったのは、現状はどうなんだろうかという

ところです。学校の、昭島市内の中学校６校の現状はどうなっているんだろうか

なというのを頭に描いて、たとえばある学校は、入りたくない子は帰宅部とし

て、結構自由にやっている。ボランティアとしてやっているとか、様々学校で工

夫されているのでそういうところは、今現在もしっかりされているんだなという

思いを持っていたんですけれども、この方針が、恐らく働き方改革軽減のために

というのが大前提であって、そこで忘れちゃいけないのが生徒の部活等に対する

視点を絶対逃しちゃいけない、絶対薄くしちゃいけないかなというのがあるのか

なと思いました。 

働き方の影響が、どんどん支援員というか、指導員とか補助員をどんどん入れ

ていけばいいわけなんですけれども、そこはそんな単純な話ではないので、一体

どの程度の期間、年数で、昭島市を中学の部活を指導員のほうが多い、教員より

もそちらのほうがとなるのは、いったい何年後ぐらいを考えていらっしゃるのか

なとか。 

それから、実際は予算はどうなっているんだろうかなと、指導員、補助員に対

する予算というのも相当厳しいのではないかなと思うので、この方針が出されて

なかなか進まない状況もよろしくないなと思うので、見通しとしてどういう見通

しを持っていらっしゃるのかなというのを、お話しいただければお伺いしたいな

と。ぜひ進めてほしいなと思うんですけれども、それが１点あります。 

     それから部活動というのは、いじめと体罰の温床と言われるぐらいになかなか
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大変かなと思います。私自身も、自分の子どもが部活動で育てていただいたので

中学校というと部活の様子が浮かんでくるくらい本当に子どもたちが一生懸命や

っていると思うんですけれども、それについても、そういうところがあるのかな

と思いながら聞かせていただきました。もし、お話しいただける部分があれば聞

かせていただきたいと思います。 

 

〇指導主事（水谷延広） まず今後の予算と、それから部活動指導員とか指導補助員の人

数配置について、人数とか予算については、ちょっと今、確定的にいくらどれぐ

らいで何人ということは確定的に申し上げることはできないんですけれども、た

だ、令和７年度末をめどに、そういった環境整備を進めていくというような、必

ずやってくださいという言い方はしないですが、令和７年度をめどにそういった

環境を整備していくということを、一つ大きな節目として出していくというのが

あります。 

     ただ、昭島市としましても、地域移行の連携会議がつい先日始まったばかりで

すので、この先、令和７年度末までどうなっていくのかというのは不透明なとこ

ろがありますので、また来年度の予算についてもこれから要望していくというこ

とになりますので、ちょっとその予算とか指導員の人数について具体的なことを

今確定的なことを申し上げることができないという現状であります。 

     それから、いじめと体罰の問題については教育活動全体に関わる非常に重大な

問題で、特に部活動について、部活動の顧問が、その部活動を集約して、一人な

いし二人とかで指導するという場面が非常にありますので、これについては先ほ

どの研修とも絡むところになりますけれども、服務的なこと、それからいじめに

ついては早期発見、早期対応をしていく、あと未然防止等をしっかり行っていく

ということは継続して指導してまいりたいというふうに思います。 

 

〇教育長（山下秀男） 部活動の地域連携、地域移行は、部活動外部指導員と部活動外部

指導補助員の配置だけではなくて、いわゆる地域の資源、スポーツ協会に属する

地域のスポーツ団体なども受け皿の１つになっていきますので、全体像の見通し

がつくようになるのが、おそらく令和７年度いっぱいぐらいはかかるということ

であります。 

     次、氏井委員。 

 

〇委員（氏井初枝） この方針内容に関しましては、全体的にはこれでいいかなというこ

とを感じました。 

     先ほど話題になった６ページのウの件なんですけれども、これも私すごくひっ

かかった部分でしたので、いろいろ先ほど御意見が出まして、私もすごく引っか

かりました。それからあとは全体的に読ませていただいてタイムスケジュールが

どうなっているのかなって私自身もすごく疑問に思ったところで、今の話で令和

７年というのが出たので何となくわかったんですけれども、予算の絡みですとか

地域とか、大会全体の見直しとかってかなりいろいろな課題を含んでいるので、

そんなに急いでやるよりも、実のある部活動ができるように取り組んでいくとい

うのがいいのではないかなということを感じました。 
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     それから、３ページのキのところ、体罰（暴力やハラスメント）って、やっぱ

り中学高校ってちょっと広がってしまうんですけれども、運動部というと大人の

ほうの運動のあれもそうですね、やっぱりこういうようなのが、ずっと時々ニュ

ースに報じられているように根強く残っている部分があって、それというのは勝

利至上主義ですとか、指導者自身がそういうような体罰のような環境の中でスポ

ーツを続けてきたとか、いろいろな要素が根強くあるから、なかなかこれが払し

ょくされないのかなということを思っています。そういうのは絶対あってはいけ

ないわけで、その件に関してやっぱり研修等のは定期的にやっていくというのが

大事になるかなと思います。 

研修に関しましては２ページのエの所と、３ページのキの所に研修のことが書

かれていますけれども、時々定期的に原点の大事なところを抑えていくというの

をやっていったほうがいいなと思っていまして、その一つの案なんですけれど

も、１ページの所に、校長が策定する、部活動の顧問がとかって、年間の活動計

画を出す、それから毎月の活動計画、活動実績を出すという策定、これは今まで

もなされているんだと思いますけれども、私が考えましたのは活動とはちょっと

違うんですけれども、一番大事な原点になる所を定期的に立ち返るということで

言うと、年間で出すものとか毎月出すものの中に、備考欄でもなんでもいいんで

すけれども、研修をいつやるのか、計画に関しては研修をいつやるのかというこ

とを明記しておく。それから実績報告などについてはいつ行ったのかということ

があればその報告をそれに載せるというような方法はどうなのかなということは

思いました。 

     あとちょっと話は飛ぶんですけれども、教員の服務事項に関する研修に関しま

しても、今どこも当たり前になってきちんと位置付けられていますけれども、そ

ういうふうにすごく大事な部分というのは、繰り返し、繰り返しやっていくとい

うのが大事で、日常の忙しさについついだまされてしまいがち、いっぱいやるこ

とがありますから学校もね、だからそういうのがちょっと振り返る時期というの

を置くことが大事で、その計画や実践報告の中に入れておくとそれができるかな

ということを感じました。 

     それから松本委員のおっしゃった中で、運動部の活動と文化部の活動を分ける

必要はなくて共通のものが大事とおっしゃった部分に、なるほどなと。やっぱり

部活動の大事にしていくというものは、スポーツとか、それから文化というのを

分ける必要は何もなくて、自主的な活動で何のためにそういうものが大事なのか

というようなことで言うと、分ける必要なないかなということを松本委員のお話

を伺いながら私も思いました。 

     それから、レベル、運動部に関しても文化部に関しても、レベルをどこらへん

にして行くのかというのはすごく難しい部分だなと思うんですけれども、私もな

あなあで楽しくやればいいというのは全然思っていません。たとえば文化部なん

かでも吹奏楽部なんかで、地域のコンクールとか全国大会にいろいろ出るのを目

指してすごくハードな練習をしていたのを間近で見ていましたし、そういうの

は、きちんと目標がある程度しっかりしていれば、それに向かって頑張るという

ことによってどんどん子どもたち力も伸びていくし楽しさも味わえるし、つらい

んだけれども目標が達成できたという楽しみも当然あるわけで、そういう部分っ
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てすごく大事だなというふうに私も思っています。 

     それぞれの部活、たとえば運動にしても文化部にしても、どこら辺のレベルを

目指しているのかということがきちんとしている場合に、ある程度それは子ども

たちのほうにも情報提供をして、そしてちょっと大変だけれども頑張ってみよう

という気持ちで入部できるとか、そういうような、どこら辺を目指しているのか

ということも、ちゃんと生徒のほうにも事前に知らせるということができて、そ

れを承知の上で入るというふうになれば、途中でやめてしまうということも減る

のかなということを感じています。 

     ちょっと話があちこち飛びましたけれども、以上です。 

 

〇教育長（山下秀男） お答えした方がいいですか。よろしいですか。では感想、 御意

見ということで承りたいと思います。 

     ほかございますか。 

     紅林委員。 

 

〇委員（紅林由紀子） 今の氏井委員の御意見に関することではあるんですけれども、私

も先ほどの、スポーツがどうとか文化部活動がどうとかということより以前に、

やはり中学生にとって部活動とは何なのかという、普通の学校の教科とは別にあ

る部活動とは何のためにあるのかという、そこのところの位置づけを共通認識と

して持つことが大事なのではないかなと、スポーツに親しむために運動部がある

わけではなく、芸術に親しむために芸術の関係の部があるわけではなく、やはり

中学校には部活動というものがあるという、そこの意味をやはり一つちゃんと明

記したほうがいいのではないかなというふうに感じました。 

この１ページ目の囲みの中を見ても、この３番目の黒ポチが、ちょっとそうい

うことなのかなというふうにも思いますけれども、最初に運動部のことがあり、

２番目に文化部活動のことがあるという形で、部活動という位置づけが最初には

来ていないので、そこを見直すというのも一つ手かなというふうに感じました。 

     あともう１点の先ほどの氏井委員の御意見に関することですけれども、この部

活動の目指すべきレベルというのを提示するという御意見があったんですけれど

も、それは部活動紹介とかありますよね、そういうところで先輩たちがやってい

るのを見れば、おのずとわかるところもありますし、今、小中連携で小学校のう

ちから中学校の部活動を見に行ったりとかもできるので、そういうところで知る

ということもできると思いますし、あとはやっぱり入って、その子たちが入っ

て、そこでやっぱり自分たちで話し合って、そういうところで作り上げていくと

いうところも一つ大事なことかなと。それありきなわけではなく、そこから作っ

ていく、自分たちの部活として作っていくという考え方もあってもいいのかなと

いうふうに私は感じました。以上です。 

 

〇教育長（山下秀男） ありがとうございました。 

     ほかありますか。 

     氏井委員。 
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〇委員（氏井初枝） 部活のレベルのことなんですけれども、部活の紹介とか、それから

小中連携での中学校の紹介の中で、こういう実績がありますというような紹介が

あれば、入部する際に非常に参考になると思うので、そういうことを私もイメー

ジしていたので、私も紅林委員と同じような、だからある程度どういうような部

活の内容なのかということが、入部する際にいろいろな方法でわかるということ

も大事なのかなと思っていたという意見ですので、念のためお話させていただき

ました。 

 

〇教育長（山下秀男） ありがとうございました。 

ほかよろしいですか。 

     眞如委員。 

 

〇委員（眞如むつ子） ちょっとお話を聞いていると、何となく違うかなっていう部分

を、思ってしまうところがあるので、ただの意見にもならないかもしれないんで

すけれども、１ページ目に赤で四角の中に書かれていること、これが新しい所を

取り入れようとする部分なんだなとすごく強く思うんですね。たとえば今のレベ

ルの話とかありましたけれども、長けた子どもたちはどんどん伸びればいい、だ

けれども、そうでない、あまりできない子どもたちがいて、でもやりたいんだと

いう子どもたちの部活の在り方、もちろんそこに行くんですけれども、そこの部

分の保証もしてあげなきゃいけないという、そこが赤い所に出されているなとい

うのをすごく感じるんですね。なので、適当な気持ちで入って適当に部活をやる

ということを勧めるわけではなく、自分はさほどの能力はないけれども、一生懸

命やっているんだという子どもたちの目指すところは大会だったりじゃない、も

っと別なものなんだろうなと想像するんですね。それが恐らくこの赤い所の、た

とえば豊かなスポーツの所、一番最初の所、「豊かなスポーツライフを実現する

ための資質能力の育成を図るとともに」、その後がすごく大事かなと思うんです

ね。バランスの取れた心身の成長と学校生活を送ることができるようにするとい

う学校の教室、学級ではない授業の中ではない、それ以外のところの縦の、１

年、２年、３年のそのつながりの中で、教室では得られないものがあるという、

そこを大事にしましょうねという所が、赤く書かれているのかなってすごく思う

んですね。だから今私たちが今いろいろ言いましたけれども、そこの部分は多分

一緒かなと思うので、あえて言わせていただきました。 

ちょっと話が通じないかもしれないんですけれども、いろいろな生徒がいて、

その生徒一人一人がやる気を持って部活動に取り組むそういう場を作ってあげる

んだよという、そういう方針だよというそういうことかなと思いましたので。 

 

〇教育長（山下秀男） ありがとうございます。出尽くした感がありますので、この辺に

したいと思いますけれども、この部活動の在り方に関する方針(案)について、こ

れだけ様々な意見、感想やら指摘、示唆をいただくとは思っていなかったところ

もありますけれども、本当にいろいろな角度からお話しいただきまして、これを

最終的に固めるための参考にさせていただきたいと思います。 

     修正した方がいいと思う部分について、それは持ち帰って検討させていただき
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たいと思います。 

 

〇指導課長（小林邦子） 今、委員からいただいた御意見の中で、部活動という概念の整

理がまず必要なのではないかという御意見、御提言をいただいたように受け止め

ております。東京都の総合的なガイドラインの中で、新たに整理した部活動の概

念という所で、先ほど言われましたように、部活動については「一定のペースで

スポーツに親しんだり信頼できる友達を見つけたり、部員同士の切磋琢磨や自己

の能力に応じてより高い水準の知識・技能や記録等を追究したりするなどの活動

を通して、豊かな学校生活を自ら創造する活動」と、そのような概念が示されて

おりますので、それらも含めてこの方針を固めるにあたり、さらに検討したいと

思います。 

     以上でございます。 

 

〇教育長（山下秀男） よろしくお願いしたいと思います。 

     それではお諮りしたいと思います。本件は、部分的な修正の可能性を残してお

りますが、ひとまず、ご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

〇教育長（山下秀男） では御承認ということで承りました。 

以上で協議事項(1)を終わります。 

     次に、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「「未来をひらく」発表会

の実施について」事務局より説明をお願いします。 

 

〇指導主事（佐藤誠） 報告資料１「令和５年度「未来をひらく」発表会について」報告

いたします。 

     本発表会は、第１部「中学生英語スピーチコンテスト」、第２部「子どもの主

張意見文コンクール」、第３部「中学生英語スピーチコンテスト審査結果発表及

び表彰式」の３部構成で実施いたします。 

     本発表会は、「青少年とともにあゆむ都市宣言」の趣旨に沿い、昭島市の明日

を担う青少年が、豊かな心と健康な体をもって健やかに成長することを目的とし

ております。意見文を通した意見交換や発表、並びに英語スピーチによる発表等

を行うことにより、青少年自らが明るい昭島市の創造を目指して前進することを

市民全体が支えていくという基本精神に則り、小・中学生の未来に対する意識の

高揚や、この宣言の精神を実践活動につなげるための一助としております。 

     開催日時は、令和５年９月９日土曜日、午後１時から午後３時となっておりま

す。会場は、昭島市役所１階市民ホールでございます。 

     内容でございますが、第１部、中学生英語スピーチコンテスト発表では、中学

生が日頃感じていることや考えていることなどを英語で発表します。今年度は、

全中学校から合計 22名の応募があり、一次審査を通過した 15名の生徒が発表を

行います。 

     第２部、子どもの主張意見文コンクールでは、小・中学生が環境やまちづくり

等の視点から身近な社会について考え、まとめた意見文を発表します。今年度の
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取組総数は、小学校が 894編、中学校が 981編となっております。各小・中学校

と審査委員会が行った審査により決定された、最優秀賞と優秀賞の意見文を発表

いたします。 

     第３部では、第１部で行われました英語スピーチコンテストにおける、最優秀

賞、及び優秀賞の発表と表彰式を行います。 

     以上、簡略ではございますが報告とさせていただきます。 

 

〇教育長（山下秀男） 報告事項(1)について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお願いいたします。 

     よろしいですか。ないようですので、以上で報告事項(1)を終わります。 

     次に、報告事項(2)「令和４年度昭島市学校給食費会計決算報告について」事

務局より説明をお願いします。 

 

〇学校給食課長(渡辺春美) 報告事項(2)「令和４年度昭島市学校給食費会計決算報告」

について、御説明申し上げます。 

     報告資料２「令和４年度 昭島市学校給食費会計決算書」の３枚目の１ページ

を御覧いただきたいと存じます。 

まず、歳入でございます。歳入の合計金額は、調定額４億 4,496万 2,998円、

収入済額が４億 4,321万 149円、不納欠損額が０円、収入未済額が 175万 2,849

円でした。 

収入未済額のうち、現年度給食費が 86万 3,516円、過年度給食費が 88万

9,333円でございました。 

     給食費の収納率につきましては、現年度分 99.79％、過年度分 37.09％で、全

体収納率は 99.57％で前年度より 0.09ポイント減でした。 

     次に、歳出でございます。 

     歳出につきましては、全額、給食材料費で、支出額は４億 3,619万 8,873円で

した。 

     以上、歳入・歳出差引残高は、701万 1,276円となり、令和５年度会計へ繰り

越しました。 

     ２ページ、３ページにつきましては、歳入、歳出の事項別明細書でございま

す。 

     それでは、２枚目にお戻りいただきたいと思います。この決算に関する内容に

つきましては、昭島市学校給食費会計規則第 16条の規定に基づき、令和５年６

月 23日及び７月６日に監査を実施いたしまして、金銭出納簿、諸収入簿などを

照合した結果、監査役員より適切な会計処理であると認められました。 

以上、御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長（山下秀男） 報告事項(2)について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお願いいたします。 

     よろしいですか。それでは特にないようですので、以上で報告事項(2)を終わ

ります。 

報告事項(3)「令和５年度昭島市一般会計第３号補正予算<教育委員会関係>に
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ついて」事務局より説明をお願いします。 

 

〇教育総務課長（野口明彦） 報告事項(3)「令和５年度昭島市一般会計第３号補正予算

〈教育委員会関係〉」について御報告いたします。 

     報告資料３を御覧ください。 

     昭島市一般会計第３号補正予算につきましては、令和５年第２回昭島市議会定

例会に提案し、６月 20日に議決されたものでございます。 

     歳入につきましては、歳出における昭和中給水管移設等工事に対応し、昭和中

給水管移設等補償金として 2,057万円を増額したものでございます。 

     歳出につきましては、物価高騰緊急対策事業費として、国の施策による「子育

て世帯生活支援特別給付金」及び「児童育成手当受給世帯生活支援特別給付金」

の対象とならなかった、就学援助費の受給対象世帯に給付金を支給するものとし

て、就学援助受給世帯生活支援特別給付金 700万円を計上したものでございま

す。 

学校施設整備事業費では、都市計画道路３・２・11号線の拡幅に伴い、昭和中

給水管移設等工事として 2,057万円を計上いたしました。 

また、みほり体育館管理運営費においては、みほり体育館空調機器設置工事に

伴う設計委託として、空調機器設置工事設計委託 213万円を計上したものでござ

います。 

     報告は以上でございます。 

 

〇教育長（山下秀男） 報告事項(3)について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお願いいたします。 

     よろしいですか。特にございませんね。それでは、以上で報告事項(3)を終わ

ります。 

     次に、報告事項(4)「市民図書館・郷土資料室主催事業について」事務局より

説明をお願いします。 

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） 報告事項(4)「昭島市民図書館・郷土資料室主

催事業について」御説明いたします。 

     はじめに、市民図書館主催事業でございます。 

１、子ども読書活動推進事業「都道府県クイズ～この形はどこの都道府県？

～」です。各都道府県の形や特徴をヒントに「都道府県クイズ」の問題を掲示し

ます。参考図書や関連図書資料を展示し、図書館を使った調べる学習の一環とし

て図書館の利用促進を図るもので、８月１日火曜日から 15日火曜日の午前 10時

から午後６時まで、土・日曜日、祝日は午後５時まで、やまのかみ分室において

行います。参加費は無料です。 

     ２、「原爆に関する資料の特別展示」を核資料コーナーにおいて行います。期

間は、８月１日火曜日から 31日木曜日までです。 

     ３、「第 41回核と平和を考える市民のつどい核兵器廃絶・平和祈念月間映画

会」を行います。８月６日日曜日の午前 10時 30分から午後０時 30分に、アキ

シマエンシス国際交流教養文化棟シアターで、ビルマの竪琴を上映します。定員
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は 50名、７月６日木曜日より申込順で受付中です。参加費は無料です。 

     ４、市民図書館開館 50周年記念事業です。図書館開館 50周年を記念し、８月

19日土曜日と 20日日曜日の午前 10時から午後５時に、アキシマエンシス内の市

民図書館、校舎棟、体育館で、国際交流、文化・芸術等に係る、さまざまな催し

物を行います。詳細は、資料の一覧表及び添付資料をご覧ください。いずれも申

込みは不要です。 

     ５、子ども読書活動推進事業「夏の特別版おはなし会」です。８月 23日水曜

日、３歳から６歳向けは、午後３時からパネルシアターや紙芝居の読み聞かせ

を、小学生向けは、午後３時 30分から、こわいおはなしの読み聞かせを、アキ

シマエンシス国際交流教養文化棟、講習・研修室１と２において行います。定員

は各 20名で、８月２日水曜日より申込順で受付けます。参加費は無料です。 

     ６、子ども読書活動推進事業「小学生向け図書館映画会」、８月 26日土曜日

の午前 10時 20分からと午後２時から、アキシマエンシス国際交流教養文化棟シ

アターにおいて行います。上映作品は「ターボ」、定員は各 30名で、参加費は

無料です。 

     次に、７、子ども読書活動推進事業「絵本とわらべうたライブ」です。絵本の

読み聞かせやわらべうたの体験をライブ形式で行う、非常に人気のある事業で

す。９月２日土曜日の、午前 11時と午後２時から、アキシマエンシス国際交流

教養文化棟 講習・研修室において、講師にわらべうたうたい、坂野知恵氏と絵

本作家 みなみじゅんこ氏を迎えて行います。定員は各 30名、８月３日木曜日

から 13日日曜日まで多数抽選で受付けます。参加費は無料です。 

     ８、図書館バリアフリー映画会です。聴覚や視覚に障害のある方にも楽しんで

いただけるバリアフリー映画会を、９月 16日土曜日及び 17日日曜日のいずれも

午後２時から、アキシマエンシス国際交流教養文化棟シアターにおいて行いま

す。上映作品は「もうろうをいきる」で、定員は、各 35名、８月 16日水曜日よ

り申込順で受付けます。参加費は無料です。 

     続きまして、郷土資料室主催事業でございます。 

１、郷土資料室企画展「アキシマの縄文時代」です。７月 25日火曜日から 10

月 29日日曜日まで、アキシマエンシス国際交流教養文化棟 郷土資料室で、昭

島市内から出土した縄文時代の土器、土偶、石錘などを展示します。 

     ２、まが玉作り教室です。古代から装身具として用いられている「まが玉」を

実際に作り、その謎と魅力に迫ります。小学生を対象に、８月 11日祝日の午前

10時から、アキシマエンシス校舎棟 201会議室において開催します。定員は 20

名、７月 28日まで多数抽選で受付中です。参加費は 400円です。 

     ３、ナイトミュージアムです。夜の郷土資料室を学芸員が案内し、展示資料に

ついて解説します。普段は入れない作業室も特別に案内します。８月 18日金曜

日の午後７時 30分から８時 30分に、小学生以上を対象に、アキシマエンシス国

際交流教養文化棟 郷土資料室、アキシマエンシス校舎棟 郷土資料展示室など

で実施します。中学生以下の方は、保護者の同伴が必須です。定員は 30名、７

月 21日金曜日の午前 10時から８月４日金曜日の午後８時まで多数抽選で受付け

ます。参加費は無料です。 

     説明は以上でございます。 
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〇教育長（山下秀男） 報告事項(4)について、説明が終わりました。本件に対する質

疑、意見をお願いいたします。 

     氏井委員。 

 

〇委員（氏井初枝） いろいろ楽しいイベントの企画をありがとうございます。お尋ねで

す。４の 50周年記念事業、いろいろなものがありますけれども対象が書かれて

いるものと書かれていないものがあります。たとえば２、②クジラの模型の色付

け、浴衣文化の体験、英語でお話会、この３件の対象はどうなっているのか教え

てください。 

     クジラの模型に色付けって、どんな内容なのかもうちょっと詳しく教えていた

だけたらと思います。 

     それから英語でお話会というのは初めての試みだと思うんですけれども、簡単

な英語でお話の内容がわかる、というようなイメージでよろしいのでしょうか。 

     それから３、ナイトミュージアムの件です。図書館のバックヤードの時は、確

か２回同じ日だったんですが、２回開催されたと思うんです。このナイトミュー

ジアムというのも初めての試みだと思うんですけれども、どのぐらいの方が申し

込まれるかわかりませんけれども、もしすごく申込者が多いような状況であった

らば、もう１日ぐらいそういう日にちを設けてくれたらありがたいなと。それは

どのくらいの方が申し込まれるか全然わからない前提の話なんですけれども、図

書館のバックヤードの時は２回やってくださったので、これも２回ぐらいあった

らどうなのかなと思っての意見です。以上です。 

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） １番最初の、これは対象が書いていないという

ものについてまず回答いたします。まず 19日のクジラに色をつけてみようでご

ざいますけれども、これは一応、子ども向けという形にはなっておりますが、特

に限定はつけておりません。クジラにつきましては、紙で作ったクジラに絵の具

で色を塗るような形となっております。 

     続きまして浴衣文化の体験というのは、これは外国人向けというのを最初に想

定しておりまして、ただ日本人の問い合わせが非常に多いというふうには聞いて

おります。これは浴衣を持ってきてくださるところが作られたということで、服

の上から羽織って浴衣体験をするようなものということで実施される予定となっ

ております。 

     それから英語でお話会でございますけれども、これも基本、子ども向けという

ことで、書いてございませんけれども簡単なお話を何回か行わせていただくよう

な予定でございます。 

     それからナイトミュージアムにつきましては、ここの所、８月 18日に開催と

なっておりますけれども、19、20で、非常に近接して 50周年記念事業を行うも

のですから、検討はしてみたいと思いますけれどもなかなか新たな日付を取るの

は困難ではないかと感じておる所でございます。 

     まだどのくらいの方が申込みになるかこれからなので、委員さんのおっしゃる

ようにふたを開けてみないと、というところですが、人気はありそうだなという

感覚でございます。 
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     以上でございます。 

 

〇教育長（山下秀男） よろしいですか。 

     氏井委員。 

 

〇委員（氏井初枝） ありがとうございます。浴衣の体験の件なのですが、ちょっと知り

合いの外国の方にお勧めしてみたいなと思うのですが、これは特に持ち物はいら

ないということですよね。その場に行って整理券をいただいてということで体験

ができるということでよろしいんですね。 

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） 委員さんおっしゃるとおりでございます。Tシ

ャツなんかを着てきていただいても、その上から羽織って、浴衣ってどんなもの

か体験をしていただくような形になりますので、大丈夫でございます。 

 

〇教育長（山下秀男） できるだけ対象を書いたほうがいいと思います。 

     それから３ページ目の７の読書活動推進事業について、これは定員 30名で受

付は８月３日から 13日までということでいいのでしょうか。 

      

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） まず、絵本とわらべ歌ライブ、子ども読書活動

推進事業についてですけれども、これは日曜日まで受付をして、明日抽選という

ことで、おっしゃるとおりでございます。 

     小学生から中学生、中学生に親をつけて来てくださいというのは明らかにおか

しいので、小学生以下です。 

 （※定例会終了後、終了時間が午後８時を過ぎるイベントであるため、中学生以下は保

護者同伴が必要であることを確認した。） 

 

〇教育長（山下秀男） では、そのように訂正をお願いしたいと思います。 

     そのほかございますか。 

     眞如委員。 

 

〇委員（眞如むつ子） いつも市民図書館の事業、本当にありがたいな、嬉しいなと思っ

て見させていただいています。今回もいろいろ考えてくださってこのアイデアを

思いつく人すごいなと思いますけれども、１番についてお願いがあるんですが、

都道府県クイズ～この形はどこの都道府県～というこれは、小学校４年生の社会

科の教科書を見てみると、今使っている教科書そのまま出ているんですね。小学

校４年生の社会科の学力調査も決してよろしくない状況があると思うんですが、

教科書を見た時にああいいなと思うんですが、実は小学校３年生は私たちの昭島

市、４年生になると私たちの東京都というぐらいに教科書を結構おろそかにして

しまう部分があるんですね。あまり見ていなかったり使っていなかったりすると

いうのも現状としてあるんですけれども、この都道府県クイズをこういう形で山

の上分室でなさるということなんですが、見たら掲示と展示となっているので毎
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度思うことなんですけれども、熱心の家庭の子どもたちは参加する、近くの子ど

もは参加するというのは、みられる様子かなと思うんですね。そうしたときに、

それを頭に入れておいて、じゃあどうしようかという時に、できれば複数できな

いだろうか。ほかの分室とか場所でもできないだろうかなと思うんですね。たと

えばどなたかをお呼びして、その人を中心にやるのであれば、今からは厳しいと

思うんですが、展示と掲示であれば本当に教科書を見ても、あとで見ていただき

たいんですけれども、ああこれは結構子どもたち、乗るだろうなというそういう

感じになっていますので、それを１学期にやっていますので、それと絡めていく

と、ぐっとまた子どもたちは楽しめるかなと思います。なので、できるところで

つけ加えられればそういうことをしてもらえればいいかなと思います。たとえば

各都道府県のシルエットみたいな地図の形だったり、特産品だったり、もろもろ

文化的歴史的なものだったりとかって広げればいろいろあるのですが、うんと狭

めた形でもいいかなと思いますので、子どもたちが市民図書館はもちろんですけ

れども、いろいろ興味を持って広げていくにはいいチャンスかな、夏休みなので

と思いました。 

     以上でございます。 

 

〇アキシマエンシス管理課長（岩波聡） 今回このような形で発表させてはいただいてい

るんですけれども、全館展開、特別の展示として検討をしてみたいというふうに

考えます。よろしくお願い申し上げます。 

 

〇教育長（山下秀男） よろしくお願いいたします。ほかにございますか。 

     よろしいですか。 

     それでは、以上で報告事項(4)を終わります。次に、報告事項(5)「昭島市公民

館主催事業について」事務局より説明をお願いします。 

 

〇市民会館・公民館長（立川豊） 報告事項(5)「昭島市公民館主催事業について」御説

明申し上げます。 

     お手元の資料５をご覧ください。お子さんを対象とした事業が三点ございま

す。一点目は夏休み親子映画会でございます。タイトルは「アイアン・ジャイア

ント」です。謎の鉄人アイアン・ジャイアントと少年との友情を描いた物語とな

っています。日時は令和５年７月 27日木曜日午後２時から公民館小ホールで開

催いたします。二点目は JAXA子ども科学教室でございます。JAXA宇宙教育セン

ターの協力をいただき、宇宙の話をうかがったり、惑星モビールを作ったりしま

す。日時は令和５年７月 28日金曜日午前 10時から公民館小ホールで開催いたし

ます。そして三点目は夏休みわくわく体験教室です。今年は５つの講座を開きま

す。昆布の成分を利用したカラフルボールを作る講座や、空手教室、お子さんの

家事をテーマとしたハウスワーク、それからチョークで描くチョークアートやア

ロマが香るバスボム、こちらは入浴剤となります。それらを作る教室など、５つ

の講座を用意してございます。なお、この講座は一つの講座でも、複数の講座で

も申し込みが可能となってございます。 

     以上となります。 
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〇教育長(山下秀男) 報告事項(5)の説明が終わりました。本件に対する質疑、意見をお

願いいたします。 

     これは申し込みは終わってしまっているところもありますけれども、状況はど

うか、よろしいですか。 

 

〇市民会館・公民館長(立川豊) 申し込みの状況ですが、１点目の夏休み親子映画会につ

きましては、100名定員のところ、現在 32名ということで、まだ余裕がございま

す。 

     それから JAXA子ども科学教室ですが、こちらは例年すごく人気がございま

す。28人定員以上の申し込みがございまして、28人を選ばせていただいた状況

でございます。 

     それから、わくわく体験教室ですが、こちらはちょっとばらつきがございまし

て、科学教室、水で揺らめくカラフルボールを作ろうという、こちらの講座が定

員 15組というところ、19組の申し込みがございました。こちらは抽選をさせて

いただきました。それから、空手体験教室でございます。こちらについては、40

名定員のところ 17名申し込みがございまして、まだ空きがある状況でございま

す。 

     それから３点目のハウスワークになります。このすぐやれる、みんなのハウス

ワーク、こちらのほうが定員 24名というところで考えていたのですが、現時点

で９名の申し込みがございます。それから、チョークアートでハイビスカスを描

こうですが、こちらは 15名のところ 18名の方が申込みをしてございます。こち

らにつきましては、講師の方と相談をさせていただきまして、18名全員が講座を

受けられる形を整えようかというところで調整をしてございます。 

     それから、バスボム教室でございます。こちらにつきましては、定員 10組の

ところ、申し込みがすごく多くて 44組の申し込みがございました。こちらにつ

きまして、10組というところだったのですが、少し枠を増やして 12組まで、こ

の辺が限界だった部分がございまして、12組講座を受けていただこうというとこ

ろで調整をさせていただいております。以上でございます。 

 

〇教育長(山下秀男) そのような状況になっているとのことでございます。よろしくお願

いいたします。 

     ほかにございませんか。 

     では、ここで先週の土曜日に日本テレビで放映がありましたカルガモの移動に

ついて、「嗚呼！！みんなの動物園」で市民会館公民館長がずっと付き添ってい

た経緯がありますので簡単に報告してもらってよろしいですか。 

 

〇市民会館・公民館長(立川豊) 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。簡

単に御説明だけさせていただければと思います。 

     公民館には、実は２年前にもカルガモがやって来まして、日本テレビで取り上

げていただきました。こちらは、２年前の時は昭和の森ゴルフコースのところで

孵化したヒナが公民館のほうに来て、そこから多摩川のほうに引っ越していきま

したが、今回は 12羽、孵化したのですが、公民館のわきの生け垣のところで卵
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を産みまして、そちらが 12羽、孵化して５月 31日から６月１日にかけて引っ越

しをしたような状況でございます。 

ちなみに 12羽というのはかなり多くて、私が以前、テレビで見ていた時に、

カルガモの専門家が、その方曰く、過去最高のヒナの数というのが 13羽だった

そうです。ですので、相当な数のヒナだったのかなと思います。実は、一つ卵が

孵化しなくて、一つだけ残されている状況がありました。もしそれが孵化してい

たら 13羽だったのかなというところでございます。 

12羽いるので、ヒナたちも動きがいろいろあって、なかなか順調に行かずに二

日間かけて引っ越ししたわけですけれども、多摩大橋の橋のたもと、そちらのほ

うに引っ越しをしまして、距離にして全長約 2.6キロぐらい、かなり長い引っ越

しとなりました。12羽のうち２羽ぐらい、かなりばてばてだったんですけれど

も、何とか頑張って河川敷まで無事に引っ越しができたということで終わってお

ります。 

     今回、引っ越しを５月 31日から６月１日の間でされたわけですけれども、引

っ越しにあたって、公民館の人工池の所にかなり大勢の市民の方が来られまし

て、皆さん知らない方同士でカルガモの話題で盛り上がったりと、なかなか交流

の場にもなっていたのかなと思いました。非常に楽しそうにおしゃべりしている

のを見ておりまして、非常によかったなと思っております。子どもたちはすごく

関心が高くて、ずっと時間を忘れて見入っている、そういったところもあって、

非常に公民館の場所が楽しい所として提供できたのかなと思っております。 

それともう１点が、今回引っ越しをするにあたって、実はカルガモの写真をお

願いして撮ってもらっていました。そのカルガモの写真を１階の展示ルームのわ

きのガラスケースの所に飾っております。８月いっぱいまで写真を飾っておりま

すので、もし公民館に来ていただく際には、ぜひ御覧になっていただきたいなと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

     ありがとうございました。 

 

〇教育長(山下秀男) ありがとうございました。昭島市を知っていただく上でも本当にい

い番組に取り上げていただいたなと思います。ありがとうございました。 

     それでは、以上で追加の報告も終わらせていただきます。 

     次に、報告事項(6)「第 70回 昭島市民体育大会について」事務局より説明を

お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長（吉村久実） それでは、第 70回昭島市民体育大会につきまして、

御報告いたします。昨年度、種目別大会のみ実施した市民体育大会ですが、今年

度は新型コロナウイルス感染症の分類が５類に引き下げられたことを受け、自治

会ブロック別運動会も開催できる運びとなりました。 

主催は昭島市、昭島市教育委員会、主管としまして昭島市スポーツ協会、昭島

市自治会連合会で実施してまいります。 

種目別大会の開催日や開催会場等につきましては、別紙をご参照ください。 

また、自治会ブロック別大会につきましては、現在各ブロックに計画書の提出

依頼中のため、日程等は８月の教育委員会定例会において報告させていただきま
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す。 

     以上、御報告いたします。 

 

〇教育長（山下秀男） 報告事項(6)の説明が終わりました。本件に対する質疑、意見を

お願いいたします。 

     よろしいですか。それでは、以上で報告事項(6)を終わります。 

     次の、報告事項(7)「令和５年第２回昭島市議会定例会一般質問＜教育委員会

関係＞について」から報告事項(11)「福島ばやしの開催について」までの５件に

つきましては、資料配布のみとしておりますが、御意見等あれば、発言をお願い

いたします。 

よろしいですか。それではここまで全体を通して何かございましたら発言をお

願いしたいと思います。 

よろしいですか。それでは最後に、次回の教育委員会の日程について、事務局

より説明をお願いします。 

 

〇教育総務課長（野口明彦） 次回の、令和５年第８回教育委員会定例会につきまして

は、令和５年８月 10日、木曜日、午後１時 30分から市役所市民ホールにおいて

開催いたします。 

     なお、小学校の教科用図書の採択議案の提出を予定しておりますが、審議に時

間を要することから、先に採択議案以外のものの審議を行うこととし、議事の順

序を変更して行いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長（山下秀男） 次回の本定例会につきましては、８月 10日の木曜日、午後１時

30分から市役所市民ホールにおいて開催をいたします。なお、説明がありました

とおり教科用図書の採択に係る議案審議につきましては、最後に送って行いたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

〇教育長（山下秀男） それではそのようにお願いいたします。 

     以上で、本日の日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして、令和

５年昭島市教育委員会第７回定例会を閉会といたします。 

本日はありがとうございました。 

以上 
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